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○登別市簡易水道事業条例 

平成７年９月２６日 

条例第９号 

注 平成３０年１２月から改正経過を注記した。 

（目的） 

第１条 この条例は、本市に簡易水道を設置し、簡易水道事業を経営するとともに、給水に

ついての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持す

るために必要な事項を定めることを目的とする。 

（給水区域） 

第２条 簡易水道事業の給水区域は、札内町、千歳町、新栄町、来馬町及び富浦町の一部区

域とする。 

（平３０条例３０・一部改正） 

（事務所） 

第３条 簡易水道事業の主たる事務所は、登別市中央町６丁目１１番地に置く。 

（平３０条例３０・一部改正） 

（料金） 

第４条 料金は、計量制とし、別表の料金表に基づき算定した合計額に、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定める消費税相当額

を加算した額を使用者から徴収する。ただし、その額に１円未満の端数が生じたときは切

り捨てるものとする。 

２ 前項の用途区分は次のとおりとする。 

（１） 家事用 家事に用いるもの 

（２） 営農用 農業に用いるもの 

（３） 併用 １つの量水器で家事用と営農用に用いるもの 

（４） 事業用 農業以外の事業に用いるもの 

（平３０条例３０・旧第７条繰上・一部改正） 

（補則） 

第５条 この条例で定めるもののほか、給水、給水装置、給水装置の設計及び工事、使用水

量の計量、料金の算定及び徴収並びに違反処分等については、登別市水道事業条例（昭和

３４年条例第７号）の例による。 

（平３０条例３０・旧第８条繰上・一部改正） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例の施行期日は、規則で定める。 

（平成８年規則第１２号で平成８年４月１５日から施行） 

（経過措置） 

２ 第７条に規定する消費税相当額は、特別会計を設置した年度から適用する。 

３ この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の登別市営農用水施設管理条例に基づ

き営農用水を使用していた者が、継続してこの条例による簡易水道を使用している場合の

使用料の規定は、この条例の施行の日の属する月分の簡易水道の使用料から適用する。 

（登別市営農用水施設管理条例の廃止） 

４ 登別市営農用水施設管理条例（昭和５３年条例第３３号）は、廃止する。 

附 則（平成１０年条例第２０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第７条の規定にかかわらず、平成１１年３月３１日の時点において、現に給水を受けて

おり、かつ、給水に係る使用料金を支払っているものについては、平成１１年度から平成

１３年度までの使用料金を附則別表のとおりとする。 

附則別表 

（１月あたり） 

用途別 区分 料金 

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 

家

事

用 

基本料金   ５８０円 ６００円 ６２０円

計量料金 １m３以上５m３まで１m３につき １５円 ３０円 ４５円

６〃  １０〃 ２９円 ５８円 ８６円

１１〃  ２０〃 ３４円 ６８円 １０１円

２１〃  １m３増すごとに ６６円 ９８円 １２９円

営

農

用 

基本料金   ５８０円 ６００円 ６２０円

計量料金 １m３以上２０m３まで１m３につ

き 

９円 １８円 ２７円

２１〃  １m３増すごとに ３５円 ３５円 ３５円
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併

用 

基本料金   ５８０円 ６００円 ６２０円

計量料金 １m３以上５m３まで１m３につき １５円 ３０円 ４５円

６〃  １０〃 ２９円 ５８円 ８６円

１１〃  ２０〃 ３４円 ６８円 １０１円

２１〃  １m３増すごとに ３５円 ３５円 ３５円

事

業

用 

基本料金   ７４０円 ９２０円 １，１００円

計量料金 １m３以上１０m３まで１m３につ

き 

２８円 ５５円 ８３円

１１〃  ２０〃 ３５円 ７０円 １０５円

２１〃  ３０〃 ６１円 ８８円 １１４円

３１〃  ５０〃 ６６円 ９８円 １２９円

５１〃  １００〃 ７６円 １１８円 １５９円

１０１〃 １m３増すごとに ８４円 １３３円 １８１円

附 則（平成３０年条例第３０号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年条例第２３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の登別市簡易水道事業条例別表の規定は、施行日以後の使用分と

して徴収する料金について適用し、その適用期間については別表のとおりとする。 

別表（第４条関係） 

（令元条例２３・全改） 

料金表 

（１月につき） 

用途別 区分 料金 

令和２年２月

１日から令和

４年１月３１

日まで 

令和４年２月

１日から令和

６年１月３１

日まで 

令和６年２月

１日以降 



4/4 

家

事

用 

基本料金 ７３５円 ８３０円 ９２４円

計量料金１m３以上５m３まで１m３につき ７０円 ８０円 ９０円

６〃 １０〃 １３７円 １５９円 １８０円

１１〃 ２０〃 １６１円 １８６円 ２１１円

２１〃 １m３増すごとに １９０円 ２１９円 ２４８円

営

農

用 

基本料金 ７３５円 ８３０円 ９２４円

計量料金１m３ごとに ４５円 ５５円 ６５円

併

用 

基本料金 ７３５円 ８３０円 ９２４円

計量料金１m３以上５m３まで１m３につき ７０円 ８０円 ９０円

６〃 １０〃 １３７円 １５９円 １８０円

１１〃 ２０〃 １６１円 １８６円 ２１１円

２１〃 １m３増すごとに ４５円 ５５円 ６５円

事

業

用 

基本料金 １，４７２円１，６６３円 １，８５４円

計量料金１m３以上１０m３まで１m３につき １３１円 １５２円 １７３円

１１〃 ３０〃 １６８円 １９５円 ２２２円

３１〃 ５０〃 １９０円 ２２０円 ２５０円

５１〃 １００〃 ２３５円 ２６９円 ３０４円

１０１〃 １m３増すごとに ２６７円 ３０４円 ３４１円

 


